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売
主
（
甲
） 

株
式
会
社
○
△
不
動
産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役 

横
山 

靖
史 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
都
文
京
区
小
石
川
一
―
一
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

買
主
（
乙
） 

 
 
 
 
 

高
橋 

直 
 

右
当
事
者
間
に
お
い
て
、
左
記
の
通
り
土
地
建
物
の
分
譲
契
約
を
締
結
し
た
。 

第
一
条 
甲
は
乙
に
対
し
て
後
記
表
示
の
土
地
建
物
を
売
り
渡
す
こ
と
を
約
し
、
乙
は
こ
れ
を
買
い
受
け
る
。 

第
二
条 

後
記
土
地
建
物
の
売
買
代
金
は
総
額 

 
 
 

万
円
と
し
、
乙
は
甲
に
対
し
、
代
金
を
次
の
通
り
に
支
払
う
。 

一 

本
日
手
付
金
と
し
て
金 

 
 
 

万
円
。 

二 

残
代
金 

 
 
 

万
円
は
六
十
回
分
割
支
払
い
と
し
、
平
成 

 

年 
 

月
よ
り
平
成 
 

年 
 

月
ま
で
、
毎
月
末
日 

 
 

万
円
ず
つ
支
払
う
も
の
と 

す
る
。 

三 

金
利
は
年 

 

％
と
し
、
毎
年 

 

月
に
向
こ
う
一
年
分
を
計
算
し
て
こ
れ
を
十
二
等
分
し
た
も
の
を
、
前
号
残
代
金
の
分
割
支
払
い
と
同
時
に
支
払
う
も 

の
と
す
る
。 

第
三
条 

甲
は
乙
に
対
し
、
平
成 

 

年 
 

月 
 

日
ま
で
に
、
後
記
土
地
建
物
の
所
有
権
移
転
登
記
申
請
お
よ
び
後
記
土
地
建
物
の
引
き
渡
し
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

本
契
約
締
結
後
、
前
条
の
引
き
渡
し
ま
で
の
間
に
後
記
土
地
建
物
が
毀
損
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
は
、
甲
は
乙
に
対
し
て
手
付
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
乙 

 
 

は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
条 

第
三
条
の
引
き
渡
し
ま
で
の
間
に
乙
が
本
契
約
を
解
除
す
る
場
合
、
手
付
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

２ 

甲
が
本
契
約
に
違
反
し
た
と
き
は
、
甲
は
乙
に
対
し
て
手
付
金
の
倍
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

後
記
土
地
建
物
に
対
す
る
固
定
資
産
税
等
の
公
租
公
課
は
、
第
三
条
の
引
き
渡
し
の
日
の
前
日
ま
で
を
甲
が
負
担
し
、
こ
の
日
以
降
の
分
は
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

乙
が
第
二
条
に
定
め
る
残
代
金
の
分
割
支
払
い
を
怠
っ
た
と
き
に
は
、
甲
は
乙
に
対
し
て
内
容
証
明
郵
便
に
て
催
促
し
、
こ
れ
を
乙
が
受
領
し
た
の
ち
三
十 

日
を
過
ぎ
て
な
お
支
払

わ
れ
な
い
場
合
、
甲
は
乙
に
対
し
て
残
代
金
の
全
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条 

乙
は
甲
の
承
諾
を
得
ず
に
本
契
約
の
権
利
を
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
相
続
の
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。 

 



  

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

売
主
（
甲
） 

株
式
会
社
○
△
不
動
産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役 

横
山 

靖
史 

印 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

買
主
（
乙
） 

 
 
 

高
橋 

直 

印 
 
 
 
 

土
地
建
物
の
表
示 

 

（
一
）
土
地 

 
 
 
 

一
、
所
在
地 

 

東
京
都
板
橋
区
大
和
南
四
三
二
一 

 
 
 
 

一
、
地 

番 
 

五
六
番 

 
 
 

 

一
、
地 

目 
 

宅
地 

一
、
地 

積 
 

一
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

（
一
）
建
物 

 
 
 
 

一
、
家
屋
番
号 

二
一
五
番 

 
 
 
 

一
、
種 

類 
 

住
宅 

 
 
 
 

一
、
構 

造 
 

木
造
モ
ル
タ
ル
二
階
建
て 

 
 
 
 

一
、
床
面
積 

 

一
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

  



 
 


